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65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
世
帯
主
で
、
次
の

す
べ
て
に
該
当
す
る
人
（
国
保
加
入
者
で
な

い
世
帯
主
は
除
く
）
は
、
原
則
と
し
て
国
民

健
康
保
険
税
が
年
金
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

○
平
成
22
年
度
内
に
お
い
て
世
帯
内
の
国
保

加
入
者
全
員
の
年
齢
が
65
歳
以
上
75
歳

未
満

○
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給

○
国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険
料
の
合
計
額

が
年
金
受
取
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い

※
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
、
申
し
出

る
こ
と
で
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希
望
す
る
場
合

は
、
国
保
年
金
課
の
窓
口
お
よ
び
市
内
の
金

融
機
関
に
備
え
付
け
、
ま
た
は
納
税
通
知
書

に
つ
づ
り
込
み
の
口
座
振
替
依
頼
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
金
融
機
関
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
の
翌
月
末
の
納
期
分
か
ら
は
口

座
振
り
替
え
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

細
書
）
と
22
年
度
分
の
第
１
期
〜
10
期
（
６

月
〜
翌
年
３
月
）
の
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
（
以
下
「
国
保
」
と
い
う
）

は
一
人
一
人
が
被
保
険
者
で
す
が
、
世
帯
ご

と
の
加
入
と
な
り
、
世
帯
主
が
納
税
義
務
者

と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
世
帯
の
中
に
一

人
で
も
国
保
の
加
入
者
が
い
れ
ば
、
世
帯
主

あ
て
に
納
付
書
が
届
き
ま
す
。

す
で
に
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
し
て
い

る
人
や
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
（
天
引
き
）

を
し
て
い
る
人
に
は
、
納
税
通
知
書
の
み
を

送
付
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税

納
税
通
知
書
を
６
月
に
発
送

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

（
天
引
き
）に
つ
い
て

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で

カード型の国民健康保険証

離職者の国民健康保険税を軽減
21 年３月 31 日以後に 65 歳未満で離職し

た人は、保険税を軽減します。

軽減内容　22 年度以降分の保険税の算定時、

前年中の給与所得を 30/100 とみなす

軽減期間　離職の翌日からその翌年度末まで

対象者 ○雇用保険の特定受給資格者 （倒産・

解雇などによる離職）＝雇用保険受

給資格者証に記載されている離職

理由コードが、11・12・21・22・

31・32の人

○雇用保険の特定理由離職者　（期間
満了などによる離職）＝雇用保険受

給資格者証に記載されている離職理

由コードが、23・33・34の人

持ち物 雇用保険受給資格者証、身分証明書（運

転免許証など）、認印

※雇用保険受給資格者証は、ハローワークで受

領してください。


